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落語「死神」より 



    

セ
ガ
回
答 

４
月
１
日
か
ら
の
報
酬
制
度
の

改
定
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
り
ま

し
た
。 

・
月
額
１
３
０
０
０
円
の
ベ
ー
ス
ア

ッ
プ
の
実
施
。 

・
基
本
給
に
賞
与
の
１
ヵ
月
相
当
分

を
組
み
入
れ
、
基
本
給
を
増
加
さ
せ

る
。 

・
テ
ー
ブ
ル
の
細
分
化
に
よ
り
、
昇

給
機
会
増
加
さ
せ
る
。 

・
副
職
位
機
能
の
処
遇
を
反
映
（
プ

ラ
ス
等
級
の
追
加
） 

 

昇
給
に
つ
い
て
は
、
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ

一
律
１
３
０
０
０
円 

定
昇
１
．
５
５
％ 

６
０
２
０
円
（
改
定
後
） 

一
時
金
の
月
額
組
み
込
み
は
入
れ

て
い
な
い
。 

   

ベ
ア
＋
定
昇 

１
９
０
２
０
円 

通
常
の
定
期
昇
給
は
７
月
に
行
う
。 

 

夏
季
一
時
金
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
固

ま
っ
て
い
な
い
。
次
回
団
体
交
渉
、

４
月
２
日
に
は
回
答
で
き
る
。 

 

定
年
再
雇
用
制
度
変
更 

定
年
後
の
再
雇
用
処
遇
と
し
て
３

種
類
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
用
意

し
、
会
社
の
要
望
と
個
人
の
希
望
を

す
り
合
わ
せ
た
待
遇
へ
変
更 

マ
エ
ス
ト
ロ
社
員
（
会
社
指
名
） 

・
給
料
正
社
員
並
み
の
オ
フ
ァ
ー 

・
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の
嘱
託
社
員 

・
時
間
外
勤
務
手
当
の
対
象
外 

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
型
勤
務 

・
給
料
定
年
前
の
６
０
％ 

・
上
限
５
４
万
円 

・
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務 

ラ
イ
フ
シ
フ
ト
型
勤
務 

・
給
料
定
年
前
の
６
０
％ 

・
上
限
４
３
万
円 

・
週
３
日
勤
務 

 

セ
ガ
に
つ
い
て
は
一
時
金
を
１
ヵ

月
分
、
月
額
賃
金
に
回
す
の
で
、
今

回
は
そ
れ
を
理
由
に
、
一
時
金
回
答

は
会
社
と
し
て
は
、
減
ら
し
て
い
く

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
プ
ラ
ス
等
級
な
ど
と
い
う

上
部
等
級
の
役
割
を
一
部
担
う
場

合
に
は
、
プ
ラ
ス
で
手
当
て
が
支
給

さ
れ
る
。
と
あ
る
が
上
部
等
級
の
業

務
を
一
部
で
も
行
う
の
で
あ
れ
ば

上
部
等
級
に
あ
げ
る
べ
き
で
す
。 

 

管
理
職
で
な
い
の
に
一
部
管
理

職
の
仕
事
を
行
わ
せ
る
な
ど
、
制
度

の
管
理
職
に
す
る
と
労
基
法
上
の

責
任
が
発
生
す
る
た
め
、
役
職
は
与

え
ず
、
仕
事
だ
け
管
理
職
級
に
す
る

ご
ま
か
し
手
法
で
す
。 

 

よ
く
あ
る
ご
ま
か
し
手
法 

・
シ
フ
ト
作
成
、
勤
怠
管
理
、
部
下

の
評
価
案
作
成
、
ク
レ
ー
ム
対
応
の

最
終
責
任
、
店
舗
や
部
署
の
数
字
管

理
。
し
か
し
会
社
は
こ
う
言
う 

「
リ
ー
ダ
ー
手
当
を
つ
け
て
い
る

か
ら
問
題
な
い
」 

・
「
職
務
手
当
」
で
管
理
職
業
務
を

丸
ご
と
抱
え
さ
せ
る 

会
社
が
よ
く
使
う
言
い
訳 

「
役
職
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
職
務
手
当

で
対
応
し
て
い
る
」 

「
管
理
職
で
は
な
い
か
ら
残
業
代

は
出
す
よ
（
た
だ
し
業
務
量
は
管
理

職
級
）
」 

実
態
は
、
会
議
出
席
は
管
理
職
枠
、 

部
署
の
数
字
責
任
、
ト
ラ
ブ
ル
時
の

最
終
判
断
、
人
事
評
価
の
下
書
き 

権
限
は
な
い
の
に
責
任
だ
け
管
理

職
級
と
い
う
典
型
的
な
“
搾
取
構
造
。 

他
に
も
「
代
行
」
「
代
理
」
と
い

う
名
の
恒
常
化
、
安
上
が
り
の
管
理

職
。
育
成
目
的
で
管
理
職
業
務
押
し

つ
け
な
ど
。 

２
０
２
６
年
春
闘
・
夏
季
一
時
金
要
求
回
答 

  

 

 
 

  



Ｓ
Ｌ
Ｓ
回
答 

定
期
昇
給 

本
人
給
６
３
８
円 

評
価
給
２
６
７
４
円 

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
５
０
０
０
円 

合
計
８
３
５
７
円 
２
．
４
１
％ 

 

ア
ル
バ
イ
ト
に
つ
い
て
も
３
％
ア

ッ
プ
行
う 

夏
季
一
時
金 

係
数
２
．
２ 

 
 
 
 
 
 

７
９
９
１
３
７
円 

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
は
、
経

常
利
益
が
わ
か
り
次
第
制
度
に
沿

っ
て
支
給
し
ま
す
。 

矢
口
事
業
所
の
修
繕
工
事
は
随
時

行
わ
れ
る
。 

  

定
年
再
雇
用
制
度
変
更 

定
年
後
の
再
雇
用
処
遇
と
し
て
２

種
類
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン 

マ
エ
ス
ト
ロ
社
員
（
会
社
指
名
） 

・
給
料
正
社
員
並
み
の
オ
フ
ァ
ー 

・
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
の
嘱
託
社
員 

・
時
間
外
勤
務
手
当
の
対
象
外 

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
型
勤
務 

・
給
料
定
年
前
の
６
０
％
＋ 

 

定
年
前
評
価
に
よ
る
調
整
給
。 

・
上
限
５
４
万
円 

下
限
２
４
万
円 

・
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務 

 

Ｓ
Ｌ
Ｓ
に
つ
い
て
は
、
人
事
制
度

を
導
入
し
て
か
ら
、
評
価
給
テ
ー
ブ

ル
の
額
を
変
更
し
て
い
な
い
の
で
、

大
半
の
人
が
テ
ー
ブ
ル
の
上
限
に

達
し
て
し
ま
い
、
評
価
給
が
上
が
ら

な
く
な
っ
て
い
る
。
評
価
給
の
平
均

を
見
て
も
、
顕
著
に
出
て
い
る
。 

人
事
制
度
導
入
時
は
頑
張
っ
た

ら
そ
の
分
、
報
酬
が
上
が
っ
て
い
く

制
度
で
す
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
昇

格
の
チ
ャ
ン
ス
も
少
な
く
、
ベ
ー
ス

ア
ッ
プ
で
調
整
し
て
い
か
な
く
て

は
賃
金
が
上
が
ら
な
い
と
い
う
、
人

事
制
度
と
し
て
は
機
能
し
て
い
な

い
状
態
で
す
。
従
業
員
が
納
得
す
る

制
度
へ
変
更
す
る
べ
き
で
す
。 

 



掌
編
小
説 

父
母
の
若
き
時 

 
 
 
 
 
 
 
 

仙
洞
田
一
彦 

  

他
の
こ
と
を
書
こ
う
と
し
て
も
、

ど
う
し
て
も
戦
争
の
こ
と
に
考
え

が
行
っ
て
し
ま
う
。
い
つ
何
時
、

父
母
が
経
験
し
た
時
代
に
戻
っ
て

し
ま
う
の
か
も
わ
か
ら
な
い
か
ら

だ
。
先
が
予
測
で
き
な
い
時
代
の

感
じ
が
す
る
。 

 

金
も
う
け
の
邪
魔
に
な
る
政
権

と
い
っ
て
も
、
自
分
の
国
の
で
は

な
く
他
国
の
政
権
。
そ
れ
を
力
に

よ
っ
て
ひ
っ
く
り
返
そ
う
と
す
る

こ
と
が
横
行
し
て
い
る
か
ら
だ
。

い
つ
の
時
代
に
も
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
が
、
最
近
特
に
ひ
ど
く
な

っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
危
機
を

い
っ
そ
う
強
く
感
じ
さ
せ
る
の
は
、

日
本
に
か
つ
て
あ
っ
た
ブ
レ
ー
キ

の
利
き
が
弱
く
な
っ
た
か
ら
か
も

し
れ
な
い
。 

 

一
九
三
九
年
（
昭
和
十
四
年
） 

 

東
京
神
田
で
洋
服
仕
立
職
人
を

し
て
い
た
二
十
三
歳
の
父
は
召
集

さ
れ
、
一
九
三
九
年
（
昭
和
十
四

年
）
年
七
月
二
十
九
日
に
「
宇
品

港
出
帆
」
し
た
。
輜
重
兵
二
等
兵

だ
っ
た
。「
輜
重
」
と
は
「
①
軍
隊

が
必
要
と
す
る
兵
器
・
糧
食
・
被

服
な
ど
の
総
称
。
②
『
輜
重
兵
』
の

略
。
輜
重
の
運
搬
・
監
視
に
あ
た

る
兵
種
（
の
軍
人
）
。
」（
「
岩
波
国

語
辞
典
」
）
の
こ
と
。「
輜
重
」
に
被

服
と
あ
る
の
で
、
父
が
仕
立
職
人

だ
っ
た
か
ら
「
輜
重
兵
」
に
さ
れ

た
の
か
も
し
れ
な
い
な
ど
と
、
私

は
勝
手
に
推
測
す
る
。 

宇
品
を
出
た
三
日
後
の
八
月
一

日
「
上
海
港
到
着
」。
八
月
十
二
日

は
「
南
昌
到
着
」
。
同
日
よ
り
十
月

末
ま
で
「
襄
東
會
戦
後
の
警
備
及

び
贛
湘
會
戦
参
加
」
と
な
っ
て
い

る
。 

 

一
九
四
〇
年
（
昭
和
十
五
年
） 

  

前
年
十
一
月
一
日
よ
り
四
〇
年

（
昭
和
十
五
年
）
三
月
九
日
ま
で

「
冬
期
作
戦
参
加
」
し
、
翌
日
三

月
十
日
よ
り
四
月
二
十
八
日
ま
で

「
冬
期
作
戦
後
の
警
備
に
従
事
」

し
て
い
る
。 

前
年
六
月
の
召
集
時
「
輜
重
兵

二
等
兵
」
だ
っ
た
が
、「
冬
期
作
戦

参
加
」
直
後
の
十
一
月
二
十
日
「
輜

重
兵
一
等
兵
」
に
昇
格
し
て
い
る
。 

「
冬
期
作
戦
」
に
続
い
て
四
月
二

十
九
日
よ
り
七
月
三
十
一
日
ま
で

「
宜
昌
作
戦
参
加
」
と
な
っ
て
い

て
、
翌
月
八
月
三
日
「
現
地
復
員
」

と
あ
る
。 

八
月
三
〇
日
「
内
地
帰
還
の
た

め
九
江
出
発
」
、
九
月
一
日
「
南
京

上
陸
」、
九
月
一
四
日
「
南
京
出
帆
」

と
あ
る
。
地
図
を
見
る
と
揚
子
江

を
船
で
下
り
、
南
京
に
二
週
間
い

た
と
い
う
こ
と
か
。 

そ
し
て
九
月
二
一
日
宇
品
上
陸

と
な
っ
て
い
る
。
お
よ
そ
一
年
後

に
日
本
に
戻
っ
て
い
る
。 

南
京
か
ら
宇
品
ま
で
一
週
間
を

要
し
て
い
る
。「
南
京
出
帆
」
の
翌

日
、
父
は
船
上
だ
と
思
う
が
、
九

月
一
五
日
（
勅
令
第
五
八
一
号
に

依
り
）「
輜
重
兵
」
が
取
れ
て
、
単

に
「
一
等
兵
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ

し
て
九
月
二
八
日
「
召
集
解
除
」
。 

帰
京
し
、
再
び
神
田
の
洋
服
仕

立
て
職
人
に
戻
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 一
九
四
一
年
（
昭
和
十
六
年
） 

 

三
月
、
父
母
が
結
婚
し
た
。
母

は
二
十
一
歳
。
母
の
父
親
と
父
の



母
親
は
兄
妹
で
、
い
と
こ
同
士
の

結
婚
だ
っ
た
。
父
母
の
実
家
は
何

度
も
通
っ
た
か
ら
は
っ
き
り
記
憶

が
あ
る
。
実
家
が
す
ぐ
近
く
だ
っ

た
か
ら
父
も
母
も
、
子
ど
も
の
こ

ろ
か
ら
知
っ
て
い
た
は
ず
。
子
ど

も
の
い
な
い
夫
婦
の
と
こ
ろ
に
父

と
母
、
両
方
が
養
子
に
入
る
形
で

の
結
婚
で
、
東
京
の
大
森
区
（
当

時
）
馬
込
で
所
帯
を
持
っ
た
。
父

は
神
田
で
仕
事
を
し
て
い
た
が
、

母
は
田
舎
か
ら
出
て
来
た
ば
か
り

だ
。
と
こ
ろ
が
養
親
と
の
間
が
う

ま
く
い
か
ず
一
年
余
り
で
離
縁
に

な
り
、
父
母
は
所
帯
を
中
野
区
に

移
し
た
。
母
の
話
で
は
養
母
と
の

間
が
良
く
な
か
っ
た
よ
う
だ
。 

  

私
は
上
京
後
（
一
九
六
九
年
八

月
）
、
父
母
が
そ
の
ま
ま
一
緒
に
暮

ら
し
て
い
た
ら
義
祖
母
に
あ
た
る

人
の
家
を
訪
れ
た
。
馬
込
で
駄
菓

子
屋
を
や
っ
て
い
た
。
私
は
名
乗

り
、
父
母
の
こ
と
を
言
い
説
明
し

た
。
し
か
し
、
無
表
情
の
ま
ま
私

の
顔
を
見
て
い
た
だ
け
で
何
も
言

葉
を
発
し
な
か
っ
た
。 

 

人
違
い
な
ら
「
違
う
」
そ
う
言

う
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
だ
が
言
わ

な
い
。
私
の
父
母
と
そ
の
人
の
あ

い
だ
に
つ
い
て
「
離
縁
」
し
た
と

い
う
以
上
の
事
は
何
も
知
ら
な
い
。 

 
何
を
言
う
べ
き
か
私
に
は
わ
か

ら
な
い
。
沈
黙
に
私
は
い
た
た
ま

れ
な
く
な
っ
て
、
す
ぐ
に
帰
っ
て

き
た
。 

 

一
九
四
二
年
（
昭
和
十
七
年
） 

  

召
集
解
除
か
ら
は
約
一
年
半
後
、

養
親
と
の
離
縁
か
ら
は
日
を
置
か

な
い
で
、
父
は
二
度
目
の
召
集
を

受
け
た
。 

五
月
十
二
日
、
再
び
「
宇
品
港

出
帆
」
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
は

前
回
と
違
っ
て
上
海
で
は
な
く

「
釜
山
港
上
陸
」、
朝
鮮
、
満
州
を

通
過
し
、
五
月
二
十
三
日
「
江
蘇

省
常
洲
到
着
／
同
地
附
近
警
備
な

ら
び
清
郷
工
作
に
参
加
」
し
た
。

私
は
父
が
満
州
に
行
っ
た
と
思
っ

て
い
た
が
、
満
州
は
こ
の
時
に
通

過
し
た
だ
け
だ
っ
た
よ
う
だ
。 

 

父
は
三
カ
月
後
の
一
九
四
二
年

（
昭
和
十
七
年
）
八
月
二
十
二
日

「
蘇
州
陸
軍
病
院
無
錫
分
院
に
入

院
」、
十
一
月
九
日
「
上
海
港
出
帆
」、

同
十
二
日
「
宇
品
港
上
陸
」
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
後
「
廣
島
陸
軍

病
院
」「
東
京
第
２
陸
軍
病
院
」
を

経
て
翌
年―

―
 

 
一
九
四
三
年
（
昭
和
十
八
年
） 

 

四
月
二
十
八
日
に
退
院
と
な
っ

て
い
る
。
通
算
の
入
院
期
間
は
年

を
ま
た
い
で
八
カ
月
だ
っ
た
こ
と

に
な
る
よ
う
だ
。 

 

銃
剣
術
の
け
い
こ
中
に
肋
膜
で

ぶ
っ
倒
れ
た
と
、
父
か
ら
聞
い
た

記
憶
が
あ
る
。
結
核
性
の
肋
膜
だ

っ
た
。
そ
れ
以
外
の
戦
闘
、
戦
場

で
の
話
は
聞
い
た
覚
え
が
な
い
。

軍
帽
に
白
衣
の
父
の
写
真
が
あ
る
。

陸
軍
病
院
で
撮
っ
た
写
真
だ
と
い

う
。
患
者
も
白
衣
を
着
て
い
た
よ

う
だ
。 

父
は
退
院
し
召
集
解
除
の
後
、

母
の
住
む
東
京
中
野
の
ア
パ
ー
ト

に
戻
っ
た
。 

 

一
九
四
四
年
（
昭
和
十
九
年
） 

 

父
母
は
中
野
に
住
ん
で
い
た
。

そ
の
後
、
実
家
の
あ
る
山
梨
県
に

疎
開
し
て
い
る
。
疎
開
は
四
五
年

（
昭
和
二
十
年
）
の
こ
と
と
思
わ

れ
る
が
、
四
五
年
三
月
十
日
の
東



京
大
空
襲
の
前
な
の
か
、
後
な
の

か
わ
か
ら
な
い
。 

 

私
の
姉
は
一
九
四
四
年
（
昭
和

十
九
年
）
の
春
に
、
中
野
で
生
ま

れ
た
。
そ
の
時
に
母
の
母
、
私
か

ら
す
れ
ば
祖
母
が
、
娘
の
出
産
の

た
め
に
上
京
し
て
き
た
。
父
母
の

住
む
ア
パ
ー
ト
の
玄
関
先
で
撮
っ

た
と
い
う
祖
母
の
写
真
が
あ
っ
た
。

記
憶
に
あ
る
し
、
実
家
の
ど
こ
か

に
、
そ
の
写
真
は
い
ま
も
あ
る
だ

ろ
う
。 

 

姉
は
そ
の
四
四
年
の
暮
れ
の
二

三
日
、
九
ヶ
月
の
命
を
閉
じ
た
。

死
亡
届
が
中
野
区
に
出
さ
れ
て
い

た
。
亡
く
な
っ
た
の
が
暮
れ
だ
か

ら
、
疎
開
し
た
と
す
れ
ば
年
が
明

け
て
か
ら
で
は
な
い
か
。 

 

一
九
四
五
年
（
昭
和
二
十
年
） 

 

四
一
年
の
馬
込
で
の
写
真
。
玄

四
四
年
の
玄
関
先
の
祖
母
の
写
真
。

姉
の
写
真
な
ど
が
貼
ら
れ
て
い
る

ア
ル
バ
ム
が
残
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
は
東
京
大
空
襲
前
の
疎
開
と

考
え
ら
れ
る
。 

六
月
三
日
、
父
に
三
度
目
の
召

集
が
あ
り
、
六
月
九
日
「
甲
府
出

発
」
と
な
っ
て
い
る
。
す
で
に
山

梨
県
に
い
た
に
違
い
な
い
。 

こ
の
時
の
行
く
先
は
「
宇
品
」

で
も
、
上
海
で
も
、
釜
山
で
も
な

く
「
静
岡
縣
駿
東
郡
」
だ
っ
た
。
な

ぜ
静
岡
か
。
す
で
に
制
空
権
、
制

海
権
を
奪
わ
れ
、
出
る
に
出
ら
れ

な
い
。
残
す
と
こ
ろ
は
「
本
土
決

戦
」
し
か
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う

か
。 静

岡
だ
っ
た
か
ら
抑
留
と
い
う

よ
う
な
こ
と
に
な
ら
な
か
っ
た
の

は
、
不
幸
中
の
幸
い
だ
っ
た
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
に
と
っ

て
も
、
生
ま
れ
た
時
に
、
ひ
ょ
っ

と
す
る
と
父
が
い
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
ま
た
私
の
妹
や
弟
は

存
在
す
ら
し
な
か
っ
た
か
も
し
れ

な
い
の
だ
。
甲
府
の
空
襲
は
七
月

六
日
の
夜
だ
っ
た
が
、
父
母
の
実

家
は
甲
府
か
ら
は
離
れ
た
と
こ
ろ

に
あ
っ
た
。 

軍
歴
証
明
書
最
後
の
行
は
八
月

三
十
日
「
召
集
解
除
」
と
な
っ
て

い
た
。 

 

な
お
、
父
の
兄
は
召
集
さ
れ
て

移
動
中
だ
っ
た
の
か
福
岡
で
、
弟

は
レ
イ
テ
で
戦
死
し
て
い
る
。
母

は
次
兄
が
戦
死
し
て
い
る
。 

  

一
九
三
九
年
夏
か
ら
一
九
四
五

年
夏
の
、
父
母
の
二
十
代
の
歩
み

の
あ
ら
す
じ
で
あ
る
。 

 
父
は
戦
地
で
結
核
に
な
り
、
戦

後
十
年
く
ら
い
し
て
再
発
し
、
入

院
生
活
を
送
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
正
確
に
は
入
院
が
何
年
間
だ

っ
た
の
か
記
憶
に
な
い
が
、
私
が

小
学
校
三
年
か
四
年
く
ら
い
か
ら

六
年
ま
で
の
間
で
は
な
か
っ
た
か

と
思
う
。
洋
服
仕
立
職
人
の
父
の

収
入
で
生
活
し
て
い
た
か
ら
、
そ

の
間
は
生
活
保
護
で
暮
ら
し
て
い

た
。 

 

退
院
し
た
後
く
ら
し
が
よ
く
な

っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。 

 

地
図
や
歴
史
の
本
を
ひ
っ
く
り

返
し
な
が
ら
、
経
過
を
追
っ
て
み

る
と
加
害
の
歴
史
、
被
害
の
歴
史

が
わ
か
っ
て
く
る―

―

と
は
い
っ

て
も
実
体
験
し
た
父
母
か
ら
す
れ

ば
、
私
の
「
わ
か
っ
た
こ
と
」
な
ど

ほ
ん
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
。
し

か
し
、
そ
の
ほ
ん
の
一
部
分
に
し

て
も
、
知
っ
て
い
る
と
い
な
い
で

は
大
き
な
違
い
が
あ
る
よ
う
に
も

思
う
。 

子
や
孫
に
、
父
母
の
よ
う
な
思

い
は
さ
せ
た
く
な
い
の
だ
か
ら
。 


